
 
協議第１２号 

 

 

   地域審議会の取扱いについて 

 

 

 地域審議会の取扱いについて、次のとおり確認を求める。 

 

 
  平成１５年２月２８日提出 
 
 
              西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会 
                        会長 伊 藤 宏 太 郎 
 
 
 

記 
 

地域審議会の取扱いについて 
 市町村の合併の特例に関する法律第５条の４の規定に基づく地域審議会を、

合併前の西条市、東予市、丹原町及び小松町の各区域ごとに設置する。 
 設置に当たっては、地域審議会の設置に関する事項のとおりとする。 
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西 条 市 ・ 東 予 市 ・ 丹 原 町 ・ 小 松 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 説 明 資 料  

協 議 項 目 地 域 審 議 会 の 取 扱 い  細 項 目  

事 務 事 業 名    専門部会名 企 画 部 会  分 科 会 名 企 画 分 科 会

調 整 方 針 

 

市 町 村 の 合 併 の 特 例 に 関 す る 法 律 第 ５ 条 の ４ の 規 定 に 基 づ く 地 域 審 議 会 を 、 合 併 前 の 西 条 市 、 東

予 市 、 丹 原 町 及 び 小 松 町 の 各 区 域 ご と に 設 置 す る 。  

 設 置 に 当 た っ て は 、 地 域 審 議 会 の 設 置 に 関 す る 事 項 の と お り と す る 。  

 

地 域 審 議 会 の 設 置 に 関 す る 事 項 

（ 設 置 ）  

１  合 併 後 、 市 町 村 の 合 併 の 特 例 に 関 す る 法 律 第 ５

条 の ４ 第 １ 項 （ 昭 和 ４ ０ 年 ３ 月 ２ ９ 日 法 律 第 ６

号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 地 域 審 議 会 （ 以

下 「 審 議 会 」 と い う ） を 置 く 。  

 

名    称  設   置   区   域  

西 条 地 区 地

域 審 議 会  
合 併 前 の 西 条 市 の 区 域 

東 予 地 区 地

域 審 議 会  
合 併 前 の 東 予 市 の 区 域 

丹 原 地 区 地

域 審 議 会  
合 併 前 の 丹 原 町 の 区 域 

小 松 地 区 地

域 審 議 会  
合 併 前 の 小 松 町 の 区 域 

 

（ 設 置 期 間 ）  

２  審 議 会 の 設 置 期 間 は 、 合 併 の 日 か ら 平 成 ２ ７ 年 ３ 月

３ １ 日 ま で と す る 。  

た だ し 、 必 要 が あ る と き は 期 間 を 延 長 す る こ と が で き

る 。  

 

（ 所 掌 事 務 ）  

３  審 議 会 は 、 新 市 の 設 置 区 域 ご と に 、 市 長 の 諮 問

に 応 じ て 、 当 該 区 域 に 係 る 次 の 事 項 を 審 議 し 、 答 申

す る 。  

（ １ ） 新 市 建 設 計 画 の 変 更 に 関 す る 事 項  

（ ２ ） 新 市 建 設 計 画 の 執 行 状 況 に 関 す る 事 項  

（ ３ ） そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

４  審 議 会 は 、 必 要 と 認 め る 事 項 に つ い て 審 議 し 、 市 長

に 意 見 を 述 べ る こ と が で き る 。  

 

（ 組 織 ）  

５  審 議 会 は 、 各 々 委 員 １ ５ 名 以 内 で 組 織 す る 。  

６  委 員 は 、 当 該 区 域 に 住 所 を 有 す る 者 又 は 当 該

区 域 内 に 存 す る 事 業 所 等 に 勤 務 す る 者 で 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 者 の う ち か ら 、 市 長 が 委 嘱 す る 。  

（ １ ） 公 共 的 団 体 の 役 職 員  

（ ２ ） 学 識 経 験 を 有 す る 者  

（ 任 期 ）  

７  委 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と す る 。 た だ し 、 欠 員 が 生 じ

た 場 合 に お け る 補 欠 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期

間 と す る 。  

８  委 員 は 再 任 す る こ と が で き る 。  

 

（ 会 長 及 び 副 会 長 ）  

９  各 審 議 会 に 会 長 １ 名 及 び 副 会 長 １ 名 を 置 き 、 そ れ

ぞ れ 委 員 の 互 選 に よ り 定 め る 。  

1 0  会 長 は 会 務 を 総 理 し 、 審 議 会 を 代 表 す る 。  

1 1  副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 あ る と き は

又 は 会 長 が 欠 け た と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

 

（ 会 議 ）  

1 2  審 議 会 の 会 議 （ 以 下 「 会 議 」 と い う 。） は 会 長 が 招

集 す る 。  

1 3  会 長 は 、 委 員 の ４ 分 の １ 以 上 の 者 か ら 会 議 の 招 集

の 請 求 が あ る と き は 、 会 議 を 招 集 し な け れ ば な ら な い 。

1 4  会 長 が 、 会 議 の 議 長 と な る 。  

1 5  委 員 の 半 数 以 上 の 出 席 が な け れ ば 、 会 議 を 開 く こ

と が で き な い 。  

1 6  議 事 は 、 出 席 委 員 の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数 の と

き は 、 議 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

1 7  原 則 公 開 と す る 。 た だ し 、 議 長 が 必 要 と 認 め る と

き は 、 出 席 委 員 の 半 数 以 上 の 賛 成 を も っ て 非 公 開 と

す る こ と が で き る 。  

 

（ 意 見 の 聴 取 等 ）  

1 8  会 長 は 、 必 要 が あ る と き は 、 委 員 以 外 の 者 を 会 議

に 出 席 さ せ て 意 見 を 聴 き 、 又 は 資 料 の 提 出 を 求 め る

こ と が で き る 。  

 

（ 庶 務 ）  

1 9  審 議 会 の 庶 務 は 、 企 画 担 当 課 に お い て 処 理 す る 。

 

（ 雑 則 ）  

2 0  こ の ほ か 、 審 議 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 別

に 定 め る 。  
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地 域 審 議 会 関 す る 主 な 法 令 

 

○  地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 
 

（委員会・委員の設置） 

第１３８条の４ 

    （第１項、第２項  省略） 

３ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の付属機関として自治紛争処理

委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。

（後略） 

 

○  市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号） 

 

（市町村建設計画の作成及び変更） 

第５条 

（第１項～第８項  省略） 

 ９ 第７項の規定により市町村建設計画を変更しようとする合併市町村の長は、当該合併市町村に第５条

の４第１項に規定する地域審議会が置かれている場合においては、あらかじめ、当該地域審議会の意見

を聴かなければならない。 

     （第10項  省略） 

 

 

（地域審議会） 

第５条の４  合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併関係市町村に、合併関係市町村の区域であ

った区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し合併市町村の長の諮問に応じて

審議し又は必要と認める事項につき合併市町村の長に意見を述べる審議会（以下「地域審議会」という。）

を置くことができる。 

２ 地域審議会を組織する構成員の定数、任期、任免その他の地域審議会の組織及び運営に関し必要な事

項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。 

３ 前２項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、

合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。 

４ 合併市町村は、第２項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めな

ければならない。 

 

 

先 例 地 の 事 例 
 

〔合併市町村〕 

岩手県大船渡市 

平成１３年１１月１５日、三陸町を編入（吸収）合併 

旧三陸町の区域を対象に設置 

 

〔合併協議会〕 

熊本県中球磨５か町村合併協議会（免田町・上村・岡原村・須恵村・深田村） 

 平成１５年４月１日、新設（対等）合併の予定 

  旧町村の区域ごとに設置 

 

 新居浜市・別子山村合併協議会 

  平成１５年４月１日、別子山村を編入（吸収）合併の予定 

別子山村の区域を対象に設置 

 

 徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会 

  平成１５年４月２１日、新設（対等）合併の予定 

  旧市町の区域ごとに設置 

 

 宇摩合併協議会（川之江市・伊予三島市・土居町・新宮村） 

  平成１６年４月１日、新設（対等）合併の予定 

  土居町、新宮村の区域を対象に設置 

 

 南宇和合併協議会（内海村・御荘町・城辺町・一本松町・西海町） 

  平成１６年１０月１日、新設（対等）合併の予定 

  旧町村の区域ごとに設置 

 

 

 

 


